
〒060-0061 

札幌市中央区南1条西5丁目7番地 

愛生舘ビル 4階 

T  011-206-1462 
F  011-206-1463 
M info@smartsupport.co.jp

株式会社スマートサポート

令和3年 6月21日 

エイジフレンドリー補助金を活用したスマートスーツ®の導入のご案内 
 

昨年度、創設された厚生労働省のエイジフレンドリー補助金の今年度の募集が6月12日から始まりまし
た。この補助金は、高齢者が安心して安全に働くことができるよう、中小企業者による職場環境の改善
等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うものです。募集は10月まで行われています。 

補助金を申請できるのは、高年齢労働者（60歳以上）を常時1名以上雇用し、労働保険に加入している中
小企業事業者となります。（補助対象事業者の詳細については公募要領等でご確認下さい。なお、この
補助金は、事業場の規模、高年齢労働者の雇用状況等が審査され交付決定が行われるため、全て申請者
に交付されるわけではありません。） 

補助対象は「高年齢労働者のための職場環境改善に要した経緯（物品の購入、工事の施工等）」で補助
率は1/2、上限額は100万円（消費税を含む）です。 

スマートスーツ®（Lite、Plus）は、高齢者の特性に配慮した独創的・先進的な安全衛生対策として厚労
省の令和2年度高年齢労働者安全衛生対策に採択され、その機能・効果として「腰部の負担を低減させる
ことで、腰痛による労働災害を低下させる対策」が、厚労省が指定する第三者機関によって実証されて
おり、エイジフレンドリー補助金の対象となっています。 

また、昨年度から販売しているスマートスーツ・Plusは、作業服（パンツやオーバーオール等）にス
マートスーツの構造（ストラクチャ）をあらかじめ縫い込んだ製品で、着用の手間や着心地を改善し、
作業服のデザインを損なうこともありません。いまお使いの作業服（ユニフォーム）をご提供いただけ
ればスマートスーツの機能をセットインすることもできますので、お気軽にお問い合わせください。 

さらに、スマートスーツ®の開発概念である”軽労化®”では、加齢による体力低下と腰痛等の疾病を予防
すること目指しています。職場での労働者の体力測定とその結果にもとづくトレーニング指導などのシ
ステムも今後、リリース予定です。このような取り組みもエイジフレンドリー補助金の対象となります。 

人手不足の中、高齢者も貴重な労働力となりますが、加齢による体力低下で腰痛発症や転倒など高齢者
に特異な労働災害リスクも高まります。全ての労働者にとって安全に、安心して働ける職場づくりのた
め、エイジフレンドリー補助金を活用したスマートスーツの導入をこの機会にご検討ください。 

（同封資料／リンク先一覧） 

• 令和3年度エイジフレンドリー補助金のご案内（パンフレット） 

• 令和2年度高年齢労働者安全衛生対策実証等事業（報告書：スマートスーツ・概要版） 

• スマートスーツ Lite、Plus（パンフレット） 
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